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日本の200海里水域概念図

日本の200海里線�

日韓漁業暫定線  1999（H11）年1月22日�
日韓新漁業協定に基づき発効�
�日韓暫定水域  1999（H11）年1月22日�
日韓新漁業協定に基づき発効�

日中暫定措置水域（未発効）�

  注  : 日本の200海里線（排他的経済水域の外側の限界線および境界画定線）については、我が国の主張する領海基線�
　　  から200海里の線（約370km）を引くとともに、境界画定線については、我が国を取り巻く関係国（ロシア、韓国、中国、�
　　  フィリピン、アメリカ）との境界画定が未確定であるため、境界画定線として相対国間には我が国の主張する中間線を�
　　  引き、日本国の200海里水域（排他的経済水域）の概念図を作成した。�
� 日韓新漁業協定によって、日本と韓国間の漁業に関しては、日韓暫定水域の外側線より自国側及び日韓漁業暫定線�

より自国側の水域を自国の排他的経済水域とみなすこととなった。�
�


